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有
す
る
携
帯
電
話
や
通
信
衛
星
事
業
な
ど
の
会
社

を
傘
下
に
持
つ
シ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
株

式
を
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
テ
マ
セ
ク
・
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
に
売
却
し
た
。
そ
の
際
に
、
課
税
を
逃
れ
、

巨
額
の
売
却
益
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
疑
惑
が
起

こ
り
、
首
相
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
市
民
グ
ル
ー
プ
が
、
タ
ク
シ
ン
首
相
の
強
権

的
な
政
治
手
法
や
利
益
誘
導
を
批
判
す
る
運
動
を

組
織
し
て
、
辞
任
を
求
め
る
集
会
を
開
催
し
て
き

た
。
バ
ン
コ
ク
を
中
心
と
す
る
都
市
の
中
間
層
は
、

こ
の
運
動
を
支
持
し
て
い
た
た
め
、
タ
ク
シ
ン
政

権
の
崩
壊
に
つ
な
が
っ
た
今
回
の
ク
ー
デ
タ
ー
を

歓
迎
し
て
い
る
。

他
方
で
タ
イ
東
北
部
や
北
部
な
ど
、
農
村
部
の

住
民
の
反
応
は
複
雑
で
あ
る
。
地
方
の
農
民
は
、

タ
ク
シ
ン
政
権
が
実
施
し
た
村
落
基
金
や
三
○
バ

ー
ツ
医
療
給
付
制
度
な
ど
貧
困
解
消
政
策
の
恩
恵

を
受
け
て
き
た
の
で
、
タ
ク
シ
ン
首
相
の
お
か
げ

で
生
活
が
良
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
声
が
強
い
。

一
九
九
一
年
ク
ー
デ
タ
ー
の
原
因
は
、
首
相
の

軍
人
事
へ
の
介
入
と
政
党
政
治
の
汚
職
や
腐
敗
に

あ
っ
た
。
今
回
は
軍
の
政
治
的
影
響
力
が
低
下
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
が
ク
ー
デ
タ
ー
を

決
行
し
た
の
は
、
人
事
介
入
に
と
ど
ま
ら
ず
立
憲

君
主
政
体
の
維
持
や
社
会
の
対
立
に
ま
で
問
題
が

拡
大
し
、
ま
た
前
回
は
な
か
っ
た
首
相
辞
任
要
求

運
動
が
都
市
部
住
民
の
共
感
を
得
て
お
り
、
ク
ー

デ
タ
ー
は
国
民
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
判
断
し

た
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
も
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
批

判
や
反
発
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
成
功
し
た
。

●
ク
ー
デ
タ
ー
の
意
義

今
回
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
年
初
か
ら
続
い
て
き

た
タ
イ
政
治
の
混
迷
を
打
開
す
る
点
で
は
大
き
な

意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
九
九
二

年
五
月
流
血
事
件
以
降
、
国
民
の
手
に
よ
り
進
展

し
て
き
た
タ
イ
の
民
主
主
義
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
に

よ
っ
て
挫
折
し
、
振
り
出
し
に
戻
る
こ
と
に
な
っ

た
。
政
治
家
の
汚
職
や
腐
敗
根
絶
を
め
ざ
し
た
一

九
九
七
年
憲
法
が
、
国
会
で
絶
対
多
数
の
タ
ク
シ

ン
政
権
を
生
み
出
し
て
、
政
権
を
監
視
す
る
チ
ェ

ッ
ク
機
能
が
働
か
な
く
な
り
、
深
刻
な
社
会
対
立

を
招
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
原
因
は
、
タ
ク
シ
ン
首
相
が
一
九
九
七
年

憲
法
の
精
神
を
ふ
ま
え
な
い
で
、
選
挙
管
理
委
員

会
や
汚
職
防
止
取
締
委
員
会
な
ど
の
独
立
機
関
の

人
事
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
与
党
寄
り
に
変
え
て
し

ま
う
な
ど
、
権
力
を
持
ち
す
ぎ
た
面
が
大
き
い
。

タ
ク
シ
ン
首
相
は
四
月
に
次
期
首
班
指
名
を
辞
退

す
る
と
発
言
し
て
、
閣
議
の
主
宰
は
一
時
チ
ッ
チ

ャ
イ
副
首
相
に
任
せ
た
が
、
六
月
の
国
王
在
位
六

○
周
年
記
念
式
典
を
前
に
復
帰
し
、
前
言
を
翻
し

て
延
命
策
を
図
っ
て
き
た
。

タ
ク
シ
ン
首
相
自
身
は
、
選
挙
に
よ
り
有
権
者

の
過
半
数
の
支
持
を
得
て
首
相
に
就
任
し
た
と
い

う
自
負
が
あ
っ
た
が
、
国
会
で
絶
対
多
数
の
議
席

を
獲
得
し
て
、
権
力
に
慢
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。

側
近
や
支
持
勢
力
の
離
反
も
相
次
い
で
い
た
。
タ

ク
シ
ン
首
相
が
企
業
経
営
者
か
ら
政
界
に
転
じ
て

Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
責
任
者
）
型
の
政
治
を
自
称

し
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
政
治
手
法
を
多
用
し
て
、

政
治
家
主
導
で
多
く
の
行
政
改
革
が
断
行
さ
れ
た

こ
と
は
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
宣
伝
効
果
を
ね
ら

っ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
策
で
は
あ
る
が
、
低
所
得

者
層
の
購
買
力
向
上
や
家
計
支
出
低
減
を
め
ざ
し

た
諸
政
策
は
、
農
村
住
民
か
ら
支
持
さ
れ
た
。
し

か
し
メ
デ
ィ
ア
や
研
究
者
、
野
党
な
ど
の
批
判
勢

力
の
声
に
耳
を
傾
け
ず
、
身
内
で
人
事
を
固
め
、

利
益
誘
導
を
図
る
姿
勢
は
、
国
の
指
導
者
と
し
て

評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。

政
治
混
迷
を
招
い
た
も
う
一
つ
の
原
因
と
し
て
、

一
九
九
七
年
憲
法
自
体
も
、
一
九
九
○
年
代
ま
で

の
タ
イ
政
治
の
特
徴
で
あ
っ
た
小
党
連
立
内
閣
に

よ
る
政
治
の
不
安
定
性
を
脱
却
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
て
、
理
想
に
走
り
す
ぎ
た
点
も
免
れ
な
い
。
提

出
に
下
院
定
数
の
五
分
の
二
が
必
要
な
首
相
不
信

任
案
、
政
党
の
鞍
替
え
を
防
ぐ
た
め
の
立
候
補
者

の
九
○
日
前
の
政
党
所
属
な
ど
の
規
定
は
、
与
党

に
圧
倒
的
に
有
利
に
作
用
し
、
政
治
の
独
裁
的
な

クーデター発生 首謀者 憲法公布
①　1932 年  6 月 24 日 人民党 ①　1932 年  6 月 27 日＊

②　1932 年 12 月 10 日
②　1933 年  6 月 20 日 パホンポン

③　1946 年  5 月  9 日
③　1947 年 11 月  8 日 ピン ④　1947 年 11 月  9 日

⑤　1949 年  3 月 23 日
④　1951 年 11 月 29 日 ピン 　　　　　 憲法⑤廃止

⑥　1952 年  3 月  8 日
⑤　1957 年  9 月 16 日
⑥　1958 年 10 月 20 日

サリット
サリット

　　　　　 憲法⑥廃止
⑦　1959 年  1 月 28 日＊
⑧　1968 年  6 月 20 日

⑦　1971 年 11 月 17 日 タノム 　　　　　 憲法⑧廃止
⑨　1972 年 12 月 15 日＊
⑩　1974 年 10 月  7 日

⑧　1976 年 10 月  6 日 サガット 　　　　　 憲法⑩廃止
⑪　1976 年 10 月 22 日

⑨　1977 年 10 月 20 日 サガット 　　　　　 憲法⑪廃止
⑫　1977 年 11 月  9 日＊
⑬　1978 年 12 月 22 日

⑩　1991 年  2 月 23 日 スントン 　　　　　 憲法⑬廃止
⑭　1991 年  3 月  1 日＊
⑮　1991 年 12 月  9 日
⑯　1997 年 10 月 11 日

⑪　2006 年  9 月 19 日 ソンティ 　　　　　 憲法⑯廃止
⑰　2006 年 10 月  1 日＊

表 1　タイのクーデターと憲法

（出所）筆者作成。
（注）クーデターは成功のみ、未遂は除く。＊は暫定憲法。
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状
況
を
許
す
仕
組
み
と
な
っ
た
。

今
回
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
国
王

か
ら
暗
黙
の
了
解
が
あ
り
成
功
し

た
。
タ
イ
国
民
の
プ
ミ
ポ
ン
国
王

に
寄
せ
る
敬
愛
の
念
は
絶
大
で
あ

り
、
国
王
の
承
認
が
正
統
性
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
現
国
王
は
す
で
に
高
齢
と
な
り
、

国
王
に
最
後
の
後
ろ
盾
を
期
待
す

る
収
拾
方
法
は
、
今
後
は
難
し
く

な
ろ
う
。
今
年
四
月
以
降
は
、
司

法
・
判
事
が
中
心
と
な
っ
て
、
総

選
挙
の
無
効
判
決
、
選
挙
管
理
委

員
会
前
委
員
へ
の
有
罪
判
決
、
中

立
の
新
委
員
選
出
な
ど
、
政
治
正

常
化
へ
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
き
た
。
今
回
の
ク
ー
デ
タ
ー
が

な
く
て
も
、
一
一
月
に
は
公
正
な

選
挙
の
実
施
が
予
定
さ
れ
、
そ
の

後
の
憲
法
改
正
も
与
野
党
で
合
意

し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

ク
ー
デ
タ
ー
は
民
主
主
義
を
大
き

く
後
退
さ
せ
た
。

●
軍
の
政
治
へ
の
影
響
力

統
治
改
革
団
は
一
○
月
一
日
、

暫
定
憲
法
を
公
布
す
る
と
と
も
に
、

暫
定
首
相
に
ス
ラ
ユ
ッ
ト
枢
密
院

議
員
を
任
命
し
た
。
政
権
を
委
譲

し
た
統
治
改
革
団
は
国
家
安
全
保

障
評
議
会
に
名
称
を
変
更
し
、
今

後
の
役
割
は
治
安
維
持
に
限
定
し
て
い
る
。
た
だ

し
暫
定
憲
法
の
規
定
で
は
、
同
評
議
会
議
長
が
、

憲
法
起
草
委
員
や
立
法
議
会
議
員
な
ど
を
選
出
し
、

首
相
の
任
命
、
罷
免
権
限
を
有
す
る
な
ど
、
政
治

的
な
影
響
力
は
残
し
て
い
る
。

ク
ー
デ
タ
ー
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、

統
治
改
革
団
は
布
告
を
相
次
い
で
出
し
、
タ
ク
シ

ン
政
権
の
汚
職
や
不
正
蓄
財
に
つ
い
て
徹
底
的
に

追
及
す
る
構
え
で
あ
る
。
ま
ず
布
告
第
一
二
号
で
、

タ
ク
シ
ン
政
権
が
一
時
更
迭
し
た
ジ
ャ
ル
ワ
ン
会

計
検
査
院
総
裁
の
続
投
を
承
認
し
、
総
裁
の
権
限

を
強
め
た
。
つ
ぎ
に
布
告
第
一
九
号
で
国
家
汚
職

防
止
取
締
委
員
会
の
新
委
員
九
名
を
任
命
し
、
前

委
員
の
有
罪
に
伴
う
辞
職
に
よ
り
一
年
余
り
機
能

し
て
い
な
か
っ
た
同
委
員
会
の
活
動
を
再
開
さ
せ

た
（
表
２
）。

つ
づ
い
て
布
告
第
二
三
号
で
前
内
閣
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
関
わ
る
不
正
を
調
査
す
る
た
め
の
委
員

会
を
設
置
し
、
委
員
長
に
サ
ワ
ッ
ト
元
最
高
裁
長

官
を
任
命
し
た
が
、
サ
ワ
ッ
ト
委
員
長
と
ジ
ャ
ル

ワ
ン
会
計
検
査
院
総
裁
と
の
間
で
脱
税
疑
惑
を
調

査
に
含
め
る
か
否
か
で
対
立
し
た
。
そ
の
た
め
、

布
告
第
三
○
号
で
は
不
正
調
査
委
員
会
を
組
織
替

え
し
て
、
タ
ク
シ
ン
政
権
に
批
判
的
な
委
員
が
数

多
く
任
命
さ
れ
、
関
連
機
関
へ
の
協
力
要
請
、
脱

税
行
為
も
管
轄
、
本
人
以
外
の
配
偶
者
や
子
供
の

資
産
押
収
な
ど
権
限
も
強
化
さ
れ
た
（
表
３
）。

同
委
員
会
は
調
査
終
了
後
に
、
最
高
検
察
庁
、
憲

法
判
事
委
員
会
に
訴
追
す
る
。

ま
た
布
告
第
二
七
号
で
は
、
解
散
命
令
を
受
け

た
政
党
の
役
員
は
、
五
年
間
政
治
活
動
が
禁
止
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
統
治
改
革
団
が
新
た
に
設

置
し
た
憲
法
判
事
委
員
会
は
、
四
月
総
選
挙
の
政

党
法
違
反
に
よ
る
五
政
党
の
解
散
手
続
き
に
関
し

て
、
廃
止
さ
れ
た
憲
法
裁
判
所
か
ら
審
議
を
引
き

継
い
で
い
る
。
憲
法
判
事
委
員
会
は
最
高
裁
と
行

政
裁
の
判
事
九
名
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
判
事
出

身
者
七
名
以
外
に
有
識
者
八
名
の
計
一
五
名
で
構

成
し
て
い
た
憲
法
裁
判
所
と
比
べ
て
、
政
治
判
断

よ
り
は
法
解
釈
に
も
と
づ
く
裁
定
が
下
さ
れ
よ
う

（
表
４
）。
前
政
権
与
党
の
タ
イ
ラ
ッ
ク
タ
イ
党

か
ら
議
員
の
集
団
離
党
が
相
次
い
で
お
り
、
タ
ク

シ
ン
前
首
相
も
一
○
月
二
日
に
党
首
を
辞
任
し
た
。

●
ス
ラ
ユ
ッ
ト
暫
定
内
閣
の
発
足

暫
定
首
相
に
任
命
さ
れ
た
ス
ラ
ユ
ッ
ト
は
元
陸

軍
司
令
官
で
あ
る
が
、
政
治
と
は
距
離
を
置
い
て

職
業
軍
人
を
貫
き
、
清
廉
な
人
柄
が
国
民
か
ら
広

く
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
統
治
改
革
団
に
よ
る
暫
定

首
相
の
選
定
過
程
で
は
、
暫
定
内
閣
の
喫
緊
の
課

題
で
あ
る
経
済
や
法
律
に
詳
し
い
専
門
家
、
ま
た

対
外
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
回
復
す
る
た
め
に
国
際
的

な
知
名
度
の
高
い
人
物
が
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い

た
が
、
最
終
的
に
内
政
を
重
視
し
、
国
民
和
解
を

推
進
で
き
る
人
物
に
落
ち
つ
い
た
。

ス
ラ
ユ
ッ
ト
首
相
は
就
任
後
の
記
者
会
見
で
、

政
治
混
乱
の
解
消
と
南
部
国
境
県
の
治
安
回
復
に

全
力
を
傾
け
る
決
意
を
示
し
、
道
徳
と
和
解
を
念

頭
に
置
い
て
、
透
明
、
公
正
、
倹
約
、
効
率
の
四

ポ
ー
（
四
つ
の
単
語
は
い
ず
れ
も
、
タ
イ
語
で
ポ

ー
か
ら
始
ま
る
）
の
運
営
に
努
め
る
と
語
っ
て
い

る
。
ま
た
タ
ク
シ
ン
前
政
権
と
異
な
っ
て
、
Ｇ
Ｄ

委員 年齢 経歴
Panthep Glanarongran（委員長） 61 前王室プロジェクト事務局長
Klanarong Chantik 63 元国家汚職防止取締委員会事務局長
Wicha Mahakhun 61 最高裁判所判事、新選管候補者
Wichai Wiwitsevi 61 最高裁判所判事
Prasart Pongsiwapai ＊ 60 元内務官僚
Somluck Chadkrabuanphol 66 ノンタブリ県裁判所判事
Jaidet Pornchaiya 62 元検察
Medhi Krongkaew ＊ 64 元タマサート大学経済学部教員
Pakdee Pothisiri ＊ 59 保健省食品・薬品委員会事務局長

表２　国家汚職防止取締委員会

（出所）統治改革団布告第 19号（9月 22 日）、新聞報道より筆者作成。
（注）＊は汚職防止取締委員会委員に上院が選出していた人物。
調査案件：クロンタン廃水処理場、バンナー高速道路遅延補償、籾米担
保政策、竜眼価格支持政策。

委員 担当 経歴
Klanarong Chantik B 元汚職防止取締委員会事務局長
Kaewsan Atibhoti（事務局長） A 元上院議員環境委員会委員長
Khunyig Jaruvan Maintaka A 会計検査院総裁
Nam Yimyaem（委員長） A タイ愛国党選挙違反事件調査小委員会委員長
Sawat Chotephanich － 前委員長、辞任
Sak Korsaengruang（広報官） B 元上院議員、弁護士協会
Saowanee Asavaroj C 前憲法裁判所判事
Udom Fuangfoong C 刑事裁判所判事
Banjerd Singkaneti C タマサート大学法学部教員
Viroj Lawhaphandu B 元歳入局長
Jiraniti Hawanon B 最高裁判所政治職刑事事件課判事
Amnuay Thantara A 刑事裁判所判事

表３　国家に損失をもたらした行為に関する調査委員会

（出所）統治改革団布告第 30号（9月 30 日）、委員会報道より筆者作成。
（注）調査案件：
A：新空港関連（CTX爆弾検知器購入、空港接続鉄道建設、空港内電線調達）
B：脱税関連（シン・コープ売却、ミャンマーへの輸銀融資）
C：農政関連（食品検査会社機材購入、農業省ゴム苗木購入）
他に、都庁消防車購入。
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Ｐ
成
長
率
よ
り
も
国
民
の
幸
福
を
重
視
し
た

政
策
の
実
施
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国

王
が
提
唱
す
る
「
身
の
丈
に
あ
っ
た
経
済
」

の
哲
学
を
反
映
し
て
い
る
が
、
市
場
経
済
と

対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
。
前
政
権
は
低
所

得
者
向
け
政
策
の
対
象
者
を
「
草
の
根
」
と

呼
ん
で
い
た
が
、
現
政
権
は
こ
の
よ
う
な
ば

ら
ま
き
政
策
を
批
判
し
、
一
人
一
人
が
主
人

公
で
あ
る
「
主
根
」
と
言
い
換
え
て
、
所
得

格
差
の
解
消
を
図
る
計
画
で
あ
る
。

ス
ラ
ユ
ッ
ト
首
相
は
一
○
月
九
日
、
二
六

名
の
閣
僚
と
と
も
に
国
王
認
証
式
に
臨
み
、

暫
定
内
閣
が
発
足
し
た
。
経
済
政
策
の
運
営

は
、
前
中
央
銀
行
総
裁
の
プ
リ
デ
ィ
ヤ
ト
ー

ン
副
首
相
兼
財
務
相
、
前
バ
ン
コ
ク
銀
行
執

行
役
員
会
議
長
の
コ
ー
シ
ッ
ト
副
首
相
兼
工
業
相

が
中
心
と
な
る
。
外
相
、
商
務
相
な
ど
元
事
務
次

官
が
多
く
、
閣
僚
の
大
半
が
元
官
僚
あ
る
い
は
学

識
経
験
者
で
あ
り
、
実
務
の
遂
行
を
重
視
し
た
布

陣
で
あ
る
。
主
要
な
政
策
は
前
政
権
を
踏
襲
す
る

と
思
わ
れ
る
が
、
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
民
営
化

な
ど
の
進
捗
は
減
速
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ス
ラ

ユ
ッ
ト
内
閣
は
、
経
済
成
長
と
と
も
に
社
会
の
安

定
や
調
和
を
考
慮
す
る
政
策
運
営
に
取
り
組
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。
タ
ク
シ
ン
政
権
時
に
亀
裂
が
拡
大

し
た
都
市
と
農
村
住
民
の
修
復
を
い
か
に
図
る
か
、

前
政
権
の
不
正
追
及
に
い
つ
区
切
り
を
つ
け
て
国

民
和
解
へ
導
く
か
な
ど
、
首
相
の
調
整
手
腕
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。

●
民
主
化
へ
の
展
望

暫
定
憲
法
の
規
定
で
は
、
各
部
門
や
各
地
域
の

代
表
か
ら
な
る
国
民
会
議
を
母
体
に
憲
法
起
草
議

会
議
員
が
選
出
さ
れ
、
憲
法
起
草
議
会
と
国
家
安

全
保
障
評
議
会
が
憲
法
起
草
委
員
三
五
名
を
選
出

す
る
。
憲
法
起
草
委
員
会
は
新
憲
法
草
案
作
成
後

に
、
一
九
九
七
年
憲
法
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
憲

法
起
草
議
会
等
に
説
明
し
、
起
草
議
会
議
員
の
修

正
提
案
を
考
慮
し
て
、
最
終
草
案
を
起
草
議
会
に

提
出
す
る
。
憲
法
起
草
議
会
、
さ
ら
に
国
民
投
票

の
承
認
を
へ
て
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
。
同
委
員

会
は
憲
法
起
草
後
に
選
挙
関
連
法
案
を
作
成
し
て
、

立
法
議
会
の
審
議
に
諮
り
、
来
年
一
○
月
に
総
選

挙
が
行
わ
れ
て
、
民
政
に
移
管
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
（
図
１
）。

立
法
議
会
は
暫
定
政
権
期
間
中
、
国
会
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、
国
家
安
全
保
障
評
議
会

が
選
出
し
た
議
員
二
四
二
名
は
一
○
月
一
一
日
に

国
王
か
ら
承
認
さ
れ
た
。
議
員
構
成
を
み
る
と
、

現
職
官
僚
な
ど
政
府
関
係
者
は
七
九
名
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
官
僚
退
職
者
を
加
え
る
と
、
全
体
の
過
半

数
と
な
る
。
他
方
で
、
労
働
者
や
農
民
の
代
表
は

少
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
一
九
九
一
年
ク
ー
デ

タ
ー
後
に
設
置
さ
れ
た
立
法
議
会
は
軍
人
の
み
で

半
数
近
い
議
席
を
占
め
、
軍
の
政
治
的
影
響
力
を

残
す
た
め
に
、
議
会
に
お
け
る
新
憲
法
修
正
過
程

で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
今
回
の
新
憲
法
草

案
は
、
立
法
議
会
は
承
認
に
か
か
わ
ら
な
い
。
ま

た
一
九
九
七
年
憲
法
の
制
定
過
程
で
は
、
起
草
議

会
の
審
議
が
重
要
で
あ
っ
た
。
今
回
の
起
草
議
会

は
、
承
認
す
る
か
否
か
だ
け
を
審
議
し
、
憲
法
起

草
委
員
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

今
後
の
政
局
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
シ
ナ
リ
オ

は
、
つ
ぎ
の
三
つ
で
あ
る
。
①
軍
の
役
割
は
過
渡

期
の
み
で
職
業
軍
人
に
徹
し
、
約
束
通
り
民
政
に

移
管
す
る
。
②
軍
が
政
治
に
介
入
で
き
る
規
定
を

残
し
て
、
軍
の
影
響
力
を
保
持
す
る
。
③
軍
が
政

治
的
野
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
前
言
を
翻
し
て

一
九
九
二
年
に
首
相
に
就
任
し
た
ス
チ
ン
ダ
ー
陸

軍
司
令
官
の
再
来
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
評
議
会

議
長
お
よ
び
暫
定
首
相
と
も
職
業
軍
人
が
持
論
で

あ
り
、
③
の
可
能
性
は
少
な
い
。
今
後
の
政
治
動

向
で
、
タ
ク
シ
ン
政
権
の
影
響
が
根
強
く
残
れ
ば

②
、
排
除
で
き
れ
ば
①
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
○
月
二
三
日
脱
稿
）

（
ひ 

が
し　

し
げ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
地

域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

判事 出身 年齢 経歴
Panya Thanomrod （委員長） 司 59 最高司法裁判所長官
Ackrathorn Chularat （副委員長） 行 66 最高行政裁判所長官
Vichai Chuen-chompoonuj 行 63 シン社事業認可剥奪訴訟受理命令
Charun Hatthakam 行 68 電力公団民営化差し止め判決
Somchai Pongsatha 司 59 最高裁破産事件課主任判事
ML Krairerk Kasamsant 司 59 最高裁判所副長官
Kittisak Kittikhunpairoj 司 58 最高裁判事
Thanti Kesawapitak 司 56 最高裁判事
Nurak Mapraneet 司 57 最高裁判事

表４　憲法判事委員会

（出所）暫定憲法第 35条、新聞報道より筆者作成。
（注）司：最高司法裁判所判事、行：最高行政裁判所判事より就任。
統治改革団により廃止された憲法裁判所に代わり、暫定憲法第 35 条により
設置。憲法裁の審議未了案件、違憲立法審査、独立機関間の権限に関して裁
定する。

国家安全保障評議会（ＣＮＳ） 
（議長：ソンティ陸軍司令官） 

スラユット暫定首相 

スラユット暫定内閣 国民会議 
（2000人） 

国家立法議会（ＮＬＡ） 
（242名） 

憲法起草議会候補 
（200人） 

憲法起草議会（ＣＤＡ） 
（100人） 

憲法起草委員会（35人） 
（ＣＤＡが25人、ＣＮＳが10人選出） 

ＣＤＡ,憲法草案を審議 

憲法草案国民投票 

新憲法公布 

選挙関連法案作成 

ＮＬＡ,同法案を審議 

総選挙 

ＣＮＳと
内閣が
旧憲法
をもとに
30日以
内に草
案作成 

任命 

選出 選出 選出 

互選 

CNSが選出 

承認 

承認 

否決 

否決 

180日以内 

45日以内 

30日以内 

来年10月 

45日以内 45日以内 

図 1　新憲法制定、総選挙への道筋

（出所）10月 1日公布暫定憲法条文より筆者作成。


